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1 計画の基本的な考え方 

1-1 計画の目的 

 超少子高齢化、グローバル化、高度情報化がそれぞれ一層進展するなど、わ

が国の社会環境や情勢は大きな変容期を迎えており、観光に求められる価値

やニーズは多様化しています。 

 北海道は、四季を彩る雄大な自然、豊かで新鮮な山海の恵み、人々の暮らし

とともに形成された景観や生活風土など、独特な魅力を有する観光地として

国内外から大勢の観光客をひきつけています。近年では外国人観光客の増加

が影響し、平成 29（2017）には 5,610万人と過去最高を更新しています。 

 知内町の観光や交流を取り巻く環境の変化としては、平成 28（2016）年 3月

の北海道新幹線の開業、令和 3（2021）年度予定の函館江差自動車道木古内イ

ンターチェンジの開業など、交通アクセス環境や立地条件の向上により、人・

物・情報などの交流の増大が期待されています。このため、これまで進めてき

た文化・スポーツ・観光・イベントに関する各種取組をより一層活発化する必

要があります。 

 一方、令和 2（2020）年には、世界的に新型コロナウイルス感染症（Covid-

19）が流行し、全国的に観光事業が中止に追い込まれたほか、人の動きも鈍化

するなど、観光産業は未曽有の大打撃を受けました。今後のいわゆる「ウィズ

コロナ時代」においては、感染症対策を基本とした持続可能な取組を行ってい

かなければなりません。 

 「知内町観光振興計画」は、常に変容する時代や環境に合わせ、様々な課題

に対応するため、本町の特性を生かした観光を町民や事業者、行政が連携・協

働して展開し、本町の発展を目指すものです。 
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1-2 計画の位置づけ 

 本計画は、国の「観光立国推進基本計画」及び北海道の「北海道観光のくに

づくり行動計画」と整合性を図りながら、平成 27年度に策定し令和３年度に

一部改訂した「第６次知内町まちづくり総合計画」及び令和２年度に策定した

「第２期知内町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の下位計画として位置付け

るものであり、本町における観光振興施策に関する指針となるものです。 

 なお、本計画については、時代や環境の変化に応じて随時内容を見直すもの

とします。 

 

1-3 計画の期間 

 本計画は、令和４年度から「第６次知内町まちづくり総合計画」の終期であ

る令和７年度までとします。 

 なお、期間満了後もまちづくり総合計画等と連動して必要な見直しを行う

こととします。 
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2 知内町の観光の動向や課題 

2-1 知内町の観光 

 知内町には、「道南の秘境」とも評されている優れた景観を有する矢越海岸

があり、昭和 43（1968）年には「松前矢越道立自然公園」の指定を受けてい

ます。さらに、重内展望台からは、眼下に広がる平野や津軽海峡とその先の青

森県を一望することができるなど、山岳や景勝地などに恵まれた農山漁村で

す。 

 平成 28（2016）年 3 月の北海道新幹線の開業に伴い本州との時間や距離が

短縮されており、木古内駅の隣接町として東北地域や北関東圏からの入込増

に期待が寄せられています。 

 また、令和 4年 3月 26日には、高規格幹線道路「函館・江差自動車道」木

古内インターチェンジが開通し函館方面からの交通アクセスが向上すること

から、レンタカーを含む入込増が見込まれます。 

 道内最古となる開湯約 800年の歴史を誇る「知内温泉」は、温泉旅行目的の

観光客が全国から多数訪れており、滞在型観光の主要宿泊施設としての役割

を担っています。また、町営の知内町健康保養センター「こもれび温泉」にお

いても、町内外の住民に広く利用され、交流拠点施設となっています。 

 「かき小屋知内番屋」では、本町の特産品である牡蠣やニラを活用した料理

が年中味わえる施設として民間のノウハウを活用して運営しており、平日は

もとより町内飲食店が休業する日曜日や祝日における観光客の受け皿となっ

ています。 

 その他の民間飲食店においても、新鮮な農水産物を使った料理や夏季限定

のランチメニューを提供しており、常連客に加え新たなファンを獲得してい

ます。 

 観光業では、小谷石地区において民間事業者が観光クルージングを展開し

ており、常に工夫と趣向を凝らした演出が好評を博しています。SNSを活用し

た情報発信も積極的に行っており、道内外から多くの観光客が訪れています。 

 宿泊業では、これまでの事業収入の大半を占めていた北海道電力知内発電

所点検作業員の長期連泊が、今後縮小される可能性もあることから、観光客の

受け入れも展開する必要があります。このため、本町の農産物や海産物などの

ブランド産品を活用した特別料理付きの宿泊プランを強化しているところで

す。 

 小売業では、本町中心部に大型スーパーやホームセンター、コンビニエンス

ストアが立地しており、食料品や日用品などの必需品が時間を選ばずに購入

できる環境にあります。 
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 イベントとしては、8 月に開催している「サマーカーニバル in 知内」や 2

月に開催している「しりうち味な合戦冬の陣カキ VSニラまつり」は町を代表

する催事に成長しています。また、「春のカキまつり」（5月）や「しりうち大

漁まつり」（8 月）など、本町特産品の「食」に着目したイベントが季節ごと

に開催され、多くの来訪者を迎えています。 
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2-2 観光入込者数の推移 

2-2-1 過去 10 年間の推移の分析 

＜過去 10年間の推移のグラフ＞ 

 

 

（出典：北海道観光客入込調査） 

＜本町への観光客＞ 

 本町への観光客は、函館市や近郊など主に北海道内からの入込者が、例年 15

万人程度で推移しています。 

 北海道新幹線が開業した平成 28年度以降は、関東や東北からの観光客が期

待されましたが、一時的な増加にとどまり、道南圏の他の市町と同様に減少傾

向にあります。 

 更に令和元年度末からは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で人流が

抑制されていることから、本町への観光客も急激に減少しています。 

＜施設別観光客＞ 

 「こもれび温泉」は、檜・岩の 2 種の露天風呂のほか、リラクゼーション

プール（運動浴槽）や予約制の家族風呂などの特色あるサービスが人気を呼ん
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でおり、近郊から家族連れが訪れていますが、人口減少の影響により利用者数

が低迷し、年間 2万人を切る状況です。 

 「道の駅しりうち」には、道の駅めぐりの観光客のほか、知内町物産館での

土産品等の購買を目的に松前町方面又は函館市方面への移動の途中で多くの

人が立ち寄っています。 

 また、道の駅エリア内には「新幹線展望塔」を開業。青函トンネルを出入り

する新幹線を間近で見られることから、鉄道ファンを中心に毎年 1 万人以上

が訪れています。 

 平成 28年度には北海道新幹線の開業に合わせて「かき小屋知内番屋」がオー

プン。令和 3年度からは新たな指定管理者が管理・運営を担い、牡蠣やニラを

使った本格中華料理を一年中提供するレストランとして高評価を得ています。 

 平成 29年度には本町出身の演歌歌手で名誉町民である北島三郎氏の功績を

たたえた「北島三郎ギャラリー」をオープン。演歌世代の高齢者を中心にサブ

ちゃんファンが訪れています。 

 また、回を重ねるごとに知名度が向上している「しりうち春のカキまつり」

や「サマーカーニバル in 知内」、「しりうち味な合戦冬の陣 カキ VS ニラま

つり」などのイベントには、道南以外にも道央からの来場が見受けられます。 
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2-3 観光に関する課題 

2-3-1 観光資源・観光スポット 

 知内町内には次のような観光資源や観光スポットがあります。 

地区 名称 管理・運営者 特徴 

中ノ川 上磯郡漁協中ノ川直売所 上磯郡漁協 新鮮な牡蠣や魚介類、水産加工品な

どを販売 

重内 重内展望台 重内神社 重内平野や津軽海峡をパノラマで鑑

賞できるスポット 

重内桜ロード 町内会 地域住民が丁寧に管理している約

500 本の桜並木 

木質資源貯蔵施設 町 木質バイオマス燃料（チップ）を製

造・貯蔵する施設 

きらく かき小屋知内番屋 町 知内町産の牡蠣やニラを使った料理

が一年中味わえる食のスポット 

北島三郎ギャラリー 町 本町出身の演歌の大御所・北島三郎

氏をたたえたギャラリー。等身大

フィギュアなどを展示 

知内町郷土資料館 町教委 本町に関する歴史・文化・郷土資料

を保管・展示する施設 

上雷 知内農業発祥の地モニュメ

ント 

町教委 農業発祥の地をイメージしたモニュ

メント。福井県出身の山田慎が、明

治 14 年に未開地平野の払い下げを

受けて設立した牧畜会社の跡に設置 

親水広場 町 サケの遡上などを観察できる魚道ス

ペースや四季折々の花木を楽しめる

スペース 

湯ノ里 青函トンネル 民間事業者 総延長 53.85km の世界最長の海底鉄

道トンネル。本町は北海道側出入口

のマチ 

青函トンネル撮影台 観光協会 青函トンネルの出入口を間近で見ら

れる施設。通過する新幹線と記念撮

影ができる 

道の駅しりうち 

知内町物産館 

町 “休憩”、“情報提供”、“地域連携”

の機能を備えた施設。物産館では地

元野菜や水産加工品、土産品を販売。

2 階の展望ラウンジは団体利用が可

能 

新幹線展望塔 町 新幹線を間近で見学できる施設。エ

レベーターを設置しており車いすで

の入場も可能 

さわやかトイレ 町 24 時間利用可能のトイレ。身障者ト

イレも設置 

農村活性化センター 町 現在は「あすなろパン工房しりうち」

として活用。道産小麦と町産米粉を

使ったパンや町産生乳のソフトク

リームが人気 
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地区 名称 管理・運営者 特徴 

農村公園 町 道の駅しりうちに隣接している公

園。水場やトイレがありキャンプが

可能 

日本最古の墓モニュメント 町教委 昭和 58 年に発見された旧石器時代

の墓と考えられる日本最古の土壙。

出土したコハクや石製の小玉・垂飾

などの副葬品は平成 3 年に国の重要

文化財に指定 

知内温泉旅館 民間事業者 北海道最古の開湯 800 年を誇る温泉

宿。良質な温泉は地域住民に愛され

ており、こだわりの料理も楽しめる

ため全国から湯治客が訪れる 

元町 雷公神社 宗教法人 鎌倉将軍の命により、砂金を掘るた

めに知内町を拓いた荒木大学が

1244 年に創建した北海道最古級の

神社。その後、武田信広が別雷神（わ

けいかづちのかみ）を祀ったことか

ら雷公神社と命名。逓信の神が祀ら

れていることから、恋愛成就のご利

益があるといわれている。毎年 1 月

17 日には女性だけの祭事「十七夜

講」が執り行われる 

姥杉 町 根もと近くに乳房の形をした瘤があ

る巨木。母乳の出ない女性がここで

お参りをするとお乳が出るように

なったと伝説が残る 

荒神社 町 関ヶ原の戦いの頃、松前藩主とその

子息（松前数馬介由広）の内紛事件

で殺害された子息の霊をしずめるた

めに建立された社 

荒神社の黒松 町 荒神社の祭神である松前数馬介由広

の弟で知内を知行地にしていた仙台

の松前安広が兄の霊を弔うために

贈ったと伝えられる黒松 

北島三郎芸道 55周年記念碑 町 北島氏の芸道 55 周年をたたえた記

念碑。碑面には両親やふるさと知内

町への思いが記されている 

北島三郎氏の生家 個人 北島氏が帰省する際の住宅。一般公

開はしていない。 

涌元谷地 健康保養センター「こもれ

び温泉」 

町 森の中にたたずむ町営温泉。檜と岩

2 種の露天風呂、サウナのほか、予

約制の家族風呂、健康づくりのため

のリラクゼーションプールも人気 

北海道電力知内発電所 民間事業者 地上 200 メートルの煙突は北海道内

の構築物で最も高い 

涌元 祈願の松 個人 涌元漁港付近の高台に立っており、

荒木大学が植えたと伝えられている

赤松 
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地区 名称 管理・運営者 特徴 

小谷石 イカリカイ駐車公園 道 駐車場から海岸まで降りられ、磯遊

びや釣りができるスポット。4 月下

旬から 10 月末まで利用可能（11 月

以降冬期間はトイレも閉鎖） 

小谷石展望台 町 イカリカイ駐車公園向かいの高台に

ある展望台。小谷石地区の全景や津

軽海峡を一望できる 

矢越山荘 町 旧矢越小学校を改築したコミュニ

ティ施設。催事や会議などでも利用

可能 

矢越クルーズ 民間事業者 漁港発着で松前矢越道立自然公園内

の矢越海岸をクルージングできるツ

アーを運営。青の洞窟など非日常の

体験が人気 

（令和 5年 4月 1日現在） 

 数多くの資源・スポットがあるものの、それぞれが点在しており連動・連携

が十分とは言えません。 

 近年は、民間事業者同士が連携して観光メニューの開発・販売に創意工夫を

行っていますが、内容の更なる磨き上げや積極的な情報発信が必要です。 
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2-3-2 宿泊施設の受入環境 

 町内には民宿・旅館が 12件あり、近隣町より件数面で優位性があるものの、

ビジネスタイプの居室が多く、近年の観光客の多様なニーズに合った受入環

境とは言い難いことから、今後の対応を検討する必要があります。 

地区 事業者名 種別 客室数 定員 

中ノ川 民宿ユーターン 旅館 和室 15 34名 

渡島知内 竹内旅館 旅館 和室 14 32名 

渡島知内 横山旅館 旅館 和室 7、洋室 6 26名 

渡島知内 ビジネスホテル北都 旅館 和洋室 9 31名 

湯ノ里 清八 旅館 和室 51 99名 

湯ノ里 知内温泉旅館 旅館 和室 12、洋室 15、和洋室 1 80人 

元町 民宿まこちゃん 旅館 和室 9、洋室 6 30名 

涌元 民宿なりさわ 旅館 和室 6 20名 

涌元 ベガ 簡易宿所 和室 2 5名 

小谷石 海の宿 矢越 簡易宿所 和室 4 9名 

小谷石 海峡の宿 然 旅館 和室 5 10名 

小谷石 民宿ニウロコ村上屋 簡易宿所 和室 5、洋室 2 44名 

（令和 5年 4月 1日現在） 
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2-3-3 飲食店の受入環境 

 町内の飲食店は 15件あり、内訳は、食堂・レストラン・喫茶店が 6件、居

酒屋・寿司店が 5件、スナック・バーが 3件となっています。 

 しかしながら、観光客が多く訪れる日曜日や祝日などには休業している飲

食店が見受けられるほか、団体客を受け入れられる店舗が限られており、また、

決済方法が現金のみである点など、今後の対応を検討する必要があります。 

地区 事業者名 種別 営業時間 定休日 

中ノ川 らーめん蔵や 食堂 11：00～16：00 不定休 

渡島知内 大衆割烹・仕出し川波 食堂 11：00～13：30 

16：30～18：30 

夜間宴会可能 

不定休 

きらく かき小屋知内番屋 レストラン 11：00～14：00 水曜日 

軽食＆喫茶ポエム 喫茶店 11：30～22：30 不定休 

涌元谷地 こもれび温泉レストラン 食堂 11：00～14：30 

17：00～20：00 

月曜 

湯ノ里 手打ちそば清八 食堂 11：00～15：00 不定休 

渡島知内 居酒屋しげちゃん 居酒屋 17：00～22：00 日曜 

居酒屋いずみ 居酒屋 18：00～23：00 月曜 

炉ばたどんころ 居酒屋 17：00～24：00 日曜 

鮨旬 すし店 17：00～23：00 日曜 

居酒屋和さび 居酒屋 18：00～24：00 日曜 

BAR BAYBEE バー 20：00～24：00 日曜・祝日 

きらく スナックジャンボ スナック 19：00～24：00 日曜・月曜 

元町 スナックランダム スナック 19：00～25：00 日曜 

小谷石 民宿ニウロコ村上屋 食堂 

（料理旅館） 

11：00～14：00 

（4月～9月のみ） 

不定休 

（令和 5年 4月 1日現在） 

2-3-4 交通手段 

 町内の公共交通機関は「函館バス」が町内を運行していますが、運行ルート

が国道及び道道を中心としており、停留所への停車間隔が１時間に１本程度

であることから、観光スポットをきめ細かに周遊するための移動手段として

は課題があります。 

 木古内駅からの二次交通としては、価格面で利用しやすい函館バスに加え、

目的や旅行スケジュールに合わせてタクシーやレンタカーの利用を推奨して

いく必要があります。 
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2-3-5 観光案内所及び観光ガイド 

 観光客が立ち寄れる観光案内所が整備していないことから、当面は町役場

がその機能を担う必要があります。 

 また、観光客にとっては、地元住民からの直接の説明が喜ばれることから、

観光スポットや各地域に精通した観光ガイドを育成する必要があります。 

2-3-6 土産品 

 土産品は、観光の思い出の一つとしてもらうほか、観光客からその知友人へ

本町をＰＲしてもらうためにも欠かせませんが、町を代表する商品が少なく

選択肢が限られている現状にあります。観光消費額の向上にもつながるため、

現在の商品を更に磨き上げ積極的に情報発信するほか、新たな商品を開発し

ていく必要があります。 

2-3-7 情報発信 

 情報発信は、本町の魅力を知ってもらい、数ある観光地との競争に打ち勝ち

目的地として選択してもらうため必要不可欠であり、応分の費用負担が伴い

ます。 

 パンフレットやポスターなど従来型の紙媒体による情報発信は、高齢者な

どアナログ世代にニーズがあるほか、町内外の観光案内所等へ備え置くこと

ができ十分な効果を得ることができるため、引き続き一定程度の費用をかけ

て取り組んでいく必要があります。 

 ウェブサイトやＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）は、紙媒体では

実現できない情報量の多さや迅速性、町内外の事業者との連携など無限の可

能性を秘めており、若いデジタル世代に支持されていることから、積極的に活

用する必要があります。 
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3 観光地域づくりの取組 

3-1 観光地域づくりの基本理念及び目指す姿 

基本理念：観光で稼ぐ地域づくり 

 少子高齢化に加え、コロナ禍により地域経済が低迷する中、本町経済を活

性化する手段の一つとして、観光施策により町外からの“外貨”を稼ぐ必要

があります。 

知内町と町と観光協会が連携し計画推進の主体となり、観光関連事業者

や各産業団体、町民と協働・協力のもと各種事業に取り組んでいきます。 

 

目指す姿：官民協働による持続的な観光振興 

 観光振興は、行政が単独で実施しようとしても、実際に観光客を受け入れ

る民間事業者の協力が得られなければ成功も継続もできません。 

 また、低迷する経済情勢において民間事業者が自己資金で事業展開しよ

うとしても一定の限界があり、行政の経済的支援が重要となります。 

 これまで、町と観光関連事業者においては、観光宿泊割引事業「しりうち

割」のほか、「しりうちフェア」や「知内つながる市」などの催事で連携し

てきた経験があります。 

 これらの実績を活かし、官民がこれまで以上により一層協働して観光施

策を推進していくこととします。 
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3-2 観光地域づくりの基本体系 
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3-3 計画の目標値 

3-3-1 年間観光入込者数 

・ 基準 令和 2（2020）年：89千人 

・ 目標 令和 7（2025）年：103千人 

 令和 2 年の 89 千人を基準とし、毎年 5％ずつ増加を目指し、令和 7 年に

は 103千人を目標とします。 

3-3-2 年間観光宿泊数 

・ 基準 令和 2（2020）年：15,500人泊 

・ 目標 令和 7（2025）年：17,900人泊 

 令和 2 年の 15,500 人泊を基準とし、毎年 3％ずつ増加を目指し、令和 7

年には 17,900人泊を目標とします。 

3-3-3 年間観光消費額 

・ 基準 令和 2（2020）年：556百万円 

・ 目標 令和 7（2025）年：709百万円 

 令和 2年の 556百万円を基準とし、毎年 5％ずつ増加を目指し、令和 7年

には 709百万円を目標とします。 

3-3-4 来訪者満足度 

・ 基準 令和 2（2020）年：43％ 

・ 目標 令和 7（2025）年：53％ 

 令和 2 年の 43％を基準とし、毎年 2 ポイントずつ増加を目指し、令和 7

年には 53％を目標とします。 

3-3-5 リピーター率 

・ 基準 令和 2（2020）年：56％ 

・ 目標 令和 7（2025）年：66％ 

 令和 2 年の 56％を基準とし、毎年 2 ポイントずつ増加を目指し、令和 7

年には 66％を目標とします。 

指標 基準年（令和 2年） 目標年（令和 7年） 増加指数 

年間観光入込者数 89千人 103千人 毎年 5％増加 

年間観光宿泊数 15,500人泊 17,900人泊 毎年 3％増加 

年間観光消費額 556百万円 709百万円 毎年 5％増加 

来訪者満足度 43％ 53％ 毎年 2ポイント増加 

リピーター率 56％ 66％ 毎年 2ポイント増加 

  



 
 

16 

3-4 具体的な施策 

 目標値を達成するために実施する具体的な施策は、次に掲げるとおりです。 

・ 観光関連（宿泊・飲食・観光）事業者の意識醸成 

・ 「知内でしか味わえない観光プラン」の造成 

・ 町内店舗の利用促進 

・ 観光ガイドの育成 

・ 積極的な情報発信 

・ 観光関連公共施設のあり方の協議・検討 

3-4-1 観光関連（宿泊・飲食・観光）事業者の意識醸成 

 本町の観光課題の改善や本計画の目標達成のためには、観光客を実際に受

け入れる各事業者との合意形成や意識醸成が必要不可欠であるため、観光協

会や商工会と協働し、受入体制を構築していく取組を実施します。 

① 研修会・セミナーの開催 

 観光を取り巻く情勢は刻々と変化しており、的確に把握することが重要

であることから、観光関連事業者の意識醸成や見識向上等のため、研修会や

セミナーを開催します。 

② インターネット予約システムの導入支援 

 観光客や旅行客は、宿泊先を探す際にインターネットを活用しているこ

とから、現行の電話やファクシミリと並行して、インターネットを活用した

予約方法を取り入れることにより、事業者・観光客ともに利便性の向上が図

られることから、インターネット予約環境の導入を支援します。 

③ キャッシュレス機器・システムの導入支援 

 現代社会は、クレジットカードや電子マネー、スマートフォンなどによる

電子決済が広く普及しており、コロナ禍における昨今では感染防止対策の

観点からも必要性が高まっています。特に多額の消費につながる観光の際

には、安全性やポイント付与の優位性などのため、現金を持ち歩く旅行客が

減少しており、若年層や外国人観光客などの来町・来店・購買機会の増加が

期待できます。 

 一方、本町の小規模事業者にとっては、機器導入費や決済手数料の負担、

入金までの運転資金確保などが課題となっており、整備が進んでいない現

状にあることから、キャッシュレス環境の導入を支援します。 
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3-4-2 「知内でしか味わえない観光プラン」の造成 

 本町には誇るべき資源が豊富に存在します。 

 それぞれの資源の魅力を更に磨き上げ、更には組み合わせることで、「知内

でしか味わえない観光プラン」を造成することが重要です。 

 このため、限られた予算の範囲内で必要な時期に、以下の事例をテーマとし

た「宿泊助成事業」を実施します。 

① “旬の食材”を生かした「特別料理プラン」 

 ニラやカキなどの特産品を取り入れた特別料理プランを販売した「しり

うち割」は、利用者からの評判が良くリピーターも増加しています。また、

アユや花ニラなど流通量が少ない食材も知内町でしか食べられない“希少

な地場産品”として効果的です。 

 町内の宿泊施設と連携し、これら“旬の食材”を生かしたプランを提案し

ていきます。 

 

【知内温泉旅館の特別料理】 

 

【ニウロコ村上屋のカキニラ鍋】 

 

【知内町産のアユ】 

 

【花ニラ】 

② “四季の体験”を生かした「アクティビティプラン」 

 松前矢越道立自然公園における遊覧船の先駆けとなった「矢越クルーズ」、

知内温泉旅館が提供する野趣あふれる「テントサウナ」、有害鳥獣の狩猟の

見学など、本町ならではの体験メニューが年々増えています。 

 また、パークゴルフ場やテニスコート、北海道最南端のスキー場など、町
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営施設を活用したスポーツ体験を健康志向の高い層へアプローチすること

ができます。 

 本町は「釣りの聖地」としても名高く、ヒラメやマコガレイ、アキアジ、

サクラマスなどを釣るため、老若男女問わず多くの人が来町しています。 

 これらのアクティビティを滞在型観光に活用することで、春夏秋冬に応

じた四季の体験を組み合わせたプランを提案していきます。 

 

【矢越クルーズ】 

 

【テントサウナ】 

③ “歴史・文化”を生かした「学びのプラン」 

 北海道最古級の神社として史実が残る「雷公神社」、荘厳なたたずまいを

見せ“乳神様”として町民に愛されている「姥杉」、旧石器時代の副葬品 14

点（後に国の重要文化財に指定）とともに発見された「日本最古の墓」など、

本町には歴史的遺産が多く存在します。 

 雷公神社例大祭の協賛事業として９月に各町内会で開催される祭典事業

は、少子高齢化のため参加者が減少しておりますが、町外からの参加者に

とって本町の文化に触れる機会であります。 

 性別世代問わず、地域の歴史や文化を現地で学ぼうとする観光客は増え

ていることから、これらを観光に結び付けることで、郷土資料館を拠点とし

た観光プランを提案していきます。 

 
【姥杉】 

 
【日本最古の墓モニュメント】 
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3-4-3 町内店舗の利用促進 

 観光における地域経済活性化には、町内店舗の利用促進は欠かせません。 

 観光客に利用を促すため、商工会や商工観光事業者と連携し、町内店舗の周

遊を目的としたスタンプラリー事業などを実施します。 

 
【知内かき小屋】 

 
【大衆割烹川波 カキフライ定食】 
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3-4-4 観光ガイドの育成 

 観光客の満足度を向上させる手法の一つに、観光地で実践されている観光

ガイドによる現地案内が挙げられます。 

 本町内に点在している観光資源を案内するためには、観光協会や町内会な

どその地域に精通した人材の協力が必要であることから、観光ガイドの仕組

みを構築するとともに、講習会等を開催し人材育成を図ります。 

 

【観光ガイド研修会】 

 

【外国人観光客へのガイド】 
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3-4-5 積極的な情報発信 

 観光客の情報収集については、インターネットが普及した現代においても、

アナログ世代には紙媒体が必要とされていることから、多種多様な方法を併

用して情報発信を行うことが重要です。 

① パンフレット・ポスターなどの紙媒体 

 本町の観光関連情報を網羅したパンフレットを作成し、町内外の観光関

連施設へ備え置きます。 

② ウェブサイト 

 既に知内町公式ウェブサイト内で観光情報を発信していますが、内容の

拡充や古い情報の整理が必要です。 

 観光資源に関する情報を拡充するとともに、動画や画像の掲載など、ウェ

ブサイトの利点を最大限に生かした情報発信を行っていきます。 

③ SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） 

 スマートフォンの普及により SNS の登録者数が増加しており、旅行前後

において目的地の検索や記録などに利用されています。 

 SNS は現代社会において欠かせないコミュニケーションツールであるこ

とから、ウェブサイトと並行して積極的に情報発信を行っていきます。 

 

観光パンフレット 

「しりうち旅暦」 

 

知内町公式ウェブサイトトップページ 
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3-4-6 観光関連公共施設のあり方の協議・検討 

 観光に関する公共施設については、社会情勢の変化に伴い、設置目的や役割

が十分に果たせているかを分析・評価する必要があることから、課題の洗い出

しや問題解決のため協議・検討を進めます。 

施設名称 課題・協議事項など 

道の駅しりうち 道の駅としての役割を分析・評価 

立地に関する議論を開始 

かき小屋知内番屋 レストラン以外に交流拠点施設としての役割強化を検討 

北島三郎ギャラリー 展示品の種類や内容の見直し、移転の要否などを検討 

 

   

【道の駅しりうち】 

   

【知内かき小屋】 

   

【北島三郎ギャラリー】 
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4 計画の推進体制 

4-1 推進団体 

4-1-1 知内町 

 知内町は、町内関係者との合意形成や意見集約、施策・事業立案、予算確保、

情報発信などの役割を担うこととします。 

 

4-1-2 知内観光協会 

 知内観光協会は、同会の設立目的や年間計画に基づく事業を主体的に行う

とともに、知内町との連携により各種施策・事業を実施及び情報発信を行うこ

ととします。 

4-2 観光関連事業者 

4-2-1 宿泊事業者 

 年間を通じた観光客の受け入れを積極的に行うこととします。 

 また、近年の観光を取り巻く動向や観光客のニーズを把握し、宿泊プランや

施設・設備について適切な対応に努めることとします。 

4-2-2 飲食事業者 

 年間を通じた観光客の受け入れを積極的に行うこととします。 

 また、近年の観光を取り巻く動向や観光客のニーズを把握し、料理・割引プ

ランや施設・設備について適切な対応に努めることとします。 

4-2-3 観光事業者 

 年間を通じた観光客の受け入れを積極的に行います。 

 また、近年の観光を取り巻く動向や観光客のニーズを把握し、サービスや施

設・設備について適切な対応に努めることとします。 

4-2-4 交通事業者 

 乗車した観光客に対する観光情報の提供のほか、観光に資する商品やサー

ビスの充実化に努めることとします。 
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4-3 各産業団体・事業主 

4-3-1 農協・農業者 

 飲食店や宿泊施設などへの旬の農産物の提供に協力することとします。 

 また、観光客に農産物の収穫体験などの機会を提供できるよう協力すると

ともに、宿泊を伴う農業体験「農泊」の実施について検討を行うこととします。 

4-3-2 漁協・漁業者 

 飲食店や宿泊施設などへの旬の魚介類を安定的に提供できるよう協力する

こととします。 

 また、観光客に魚介類の収獲体験などの機会を提供できるよう協力するこ

ととします。 

4-3-3 森林組合・林業事業者 

 観光客に林業体験の機会を提供できるよう協力することとします。 

 また、再生可能エネルギーである木質バイオマスの活用が進んでいること

から、エネルギーに関する教育学習に対して協力することとします。 

4-4 町民 

 本町の住民にあっては、日常生活において、口コミや個人の SNS などによる

情報発信、自宅や町内の環境美化を通じて本町のイメージアップに努めること

とします。 

 また、町が実施する観光関連事業に対しては率先して参加し、観光地域づくり

にかかわるよう努めることとします。 
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5 計画のスケジュール 

 本計画に搭載した各施策は、以下のスケジュールで実施する。 

施策名 実施主体 R4 R5 R6 R7 

観光関連（宿

泊・飲食・観

光）事業者の

意識醸成 

知内町 

観光協会 

事業者 

産業団体 

着手 

実施 

検証 

改善 

実施 

→ → 

「知内でし

か味わえな

い観光プラ

ン」の造成 

知内町 

観光協会 

事業者 

産業団体 

着手 

実施 

検証 

改善 

実施 

→ → 

町内店舗の

利用促進 

知内町 

観光協会 

事業者 

着手 

実施 

検証 

改善 

実施 

→ → 

観光ガイド

の育成 

知内町 

観光協会 

町民 

着手 実施 

検証 

改善 

実施 

→ 

積極的な情

報発信 

知内町 

観光協会 

事業者 

町民 

着手 

実施 

検証 

改善 

実施 

→ → 

観光関連公

共施設のあ

り方の協議・

検討 

知内町 

観光協会 

事業者 

町民 

着手 実施 → → 

 

 


